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規   則 
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 213 都市計画の図書の写しの縦覧（都市政策課） 
 214 二級建築士又は木造建築士の免許登録要件に係る同等認定（建築住宅課） 
 215 二級建築士試験又は木造建築士試験の受験資格要件に係る同等認定（建築住宅課） 
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  一般競争入札の実施（病院局業務課） 
  新潟県立病院における病院賠償責任保険公募型プロポーザルの結果（病院局業務課） 
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新潟県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第５号 

新潟県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

新潟県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和45年新潟県規則第９号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  

第27条 （略） 

 

 （平成31年４月１日の前日までの間に支給すべき

事由が生じた補償等の特例）  

第28条 平成31年４月１日の前日までの間に支給す

べき事由が生じた条例の規定による補償及び福祉

事業（以下この項において「補償等」という｡)の

うち、同年４月１日前に算定された補償基礎額を

基礎として支払われた補償等の額（条例の規定に

よる年金たる補償並びに第17条の規定による年金

たる傷病特別給付金、障害特別給付金及び遺族特

別給付金（以下この項において「年金たる補償等」

という｡)にあつては、条例第16条において例によ

ることとされる法第40条第３項に規定する支払期

月（同項ただし書に規定する場合にあつては、同

項ただし書の規定により支払うものとされる月。

以下この項において「支払期月」という｡)にそれ

ぞれ支払われた額の合計額）は、第１号に掲げる

額から第２号に掲げる額を控除して得た額（その

額が零を下回る場合には、零とする｡)及び第３号

に掲げる額を第２号に掲げる額に加えた額とする。 

(1) 平成31年４月１日以後に算定された補償基礎

額を基礎として支払われる額（年金たる補償等

にあつては、支払期月にそれぞれ支払われる額

の合計額） 

(2) 平成31年４月１日前に算定された補償基礎額

を基礎として支払われた額（年金たる補償等に

あつては、支払期月にそれぞれ支払われた額の

合計額） 

(3) 次のア又はイに掲げる補償等に関する区分に

従い、当該ア又はイに定めるところにより算定

される額 

ア 年金たる補償等 第１号の支払期月にそれ

ぞれ支払われる額から前号の支払期月にそれ

ぞれ支払われた額を控除して得た額（その額

が零を下回る場合には、零とする｡)に、当該

年金たる補償等の支給の対象とされた月を基

準として知事が定める率を乗じて得た額の合

計額 

イ 年金たる補償等以外の補償等 第１号に掲

第27条 （略） 
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げる額から前号に掲げる額を控除して得た額

（その額が零を下回る場合には、零とする｡)

に、同号に掲げる額が支給された日を基準と

して知事が定める率を乗じて得た額 

２ 前項に定めるもののほか、同項の規定による支

給の実施のために必要な事項は、実施機関が定め

る。 
  

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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新潟県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第６号 

新潟県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則 

新潟県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則（昭和46年新潟県規則第22号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が

引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部

分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しな

い場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  
（貸付けの申請） 

第２条 （略） 

２ 前項の貸付申請書には、次に掲げる書類を添付

しなければならない。 

(1) （略） 

(2) 次の表の左欄に掲げる資金について右欄に定

める書類 

左  欄 右       欄 

（略） 

 

 

（略） 

 

(3) （略） 

３ （略） 

 

（据置期間の延長） 

第６条の２ 令第８条第５項、令第31条の６第５項

又は令第37条第５項の規定による据置期間の延長

を受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資

金据置期間延長申請書（別記第17号様式の２）を

知事に提出しなければならない。 

 

 

 

（償還免除の申請等） 

第８条 法第15条第１項（法第31条の６第５項又は

法第32条第５項において準用する場合を含む｡)の

規定により償還の免除を受けようとする者は、母

子・父子・寡婦福祉資金償還免除申請書（別記第

19号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

 

 

２ 令第19条第１項（令第31条の７又は令第38条に

おいて準用する場合を含む｡)の規定により償還金

の支払猶予を受けようとする者は、母子・父子・

寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書（別記第20号

様式）を知事に提出しなければならない。 

 

 

（貸付けの申請） 

第２条 （略） 

２ 前項の貸付申請書には、次に掲げる書類を添付

しなければならない。 

(1) （略） 

(2) 次の表の左欄に掲げる資金について右欄に定

める書類 

左  欄 右       欄 

（略） 

臨時児童扶

養等資金 

（略） 

児童扶養手当証書の写し又は児童

扶養手当支給停止通知書の写し 

(3) （略） 

３ （略） 

 

（据置期間の延長） 

第６条の２ 令第８条第５項、令第31条の６第５項、

令第37条第５項又は令附則第７条第６項（令附則

第８条第２項において準用する場合を含む｡)の規

定による据置期間の延長を受けようとする者は、

母子・父子・寡婦福祉資金据置期間延長申請書（別

記第17号様式の２）を知事に提出しなければなら

ない。 

 

（償還免除の申請等） 

第８条 法第15条第１項（法第31条の６第５項又は

法第32条第５項において準用する場合を含む｡)又

は新潟県臨時児童扶養等資金貸付金の償還の一部

免除に関する条例（令和元年新潟県条例第24号）

第２条の規定により償還の免除を受けようとする

者は、母子・父子・寡婦福祉資金償還免除申請書

（別記第19号様式）を知事に提出しなければなら

ない。 

２ 令第19条第１項（令第31条の７、令第38条、令

附則第７条第９項又は令附則第８条第３項におい

て準用する場合を含む｡)又は令附則第７条第７項

（令附則第８条第２項において準用する場合を含

む｡)の規定により償還金の支払猶予を受けようと

する者は、母子・父子・寡婦福祉資金償還金支払

猶予申請書（別記第20号様式）を知事に提出しな

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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３ 令第８条第３項ただし書、令第31条の６第３項

ただし書又は令第37条第３項ただし書の規定によ

り貸付金の繰上償還をしようとする者は、母子・

父子・寡婦福祉資金繰上償還申出書（別記第21号

様式）を知事に提出しなければならない。 

 

 

 

第14号様式（第５条関係） 

 （略） 

母子・父子・寡婦福祉資金借用書 

 （略） 

  ついては、母子及び父子並びに寡婦福祉法及び

これに基づく命令等の定めるところに誠実に従い、

相違なく償還します。 

 また、借主は、新潟県による連帯借主又は連帯

保証人に対する履行の請求の効力が借主にも生じ

ることについて合意します。 

 連帯借主は、新潟県による借主又は連帯保証人

に対する履行の請求の効力が連帯借主にも生じる

ことについて合意します。 

 （略） 

ければならない。 

３ 令第８条第３項ただし書（令附則第７条第９項

において準用する場合を含む｡)、令第31条の６第

３項ただし書（令附則第８条第３項において準用

する場合を含む｡)又は令第37条第３項ただし書の

規定により貸付金の繰上償還をしようとする者は、

母子・父子・寡婦福祉資金繰上償還申出書（別記

第21号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

第14号様式（第５条関係） 

 （略） 

母子・父子・寡婦福祉資金借用書 

 （略） 

  ついては、母子及び父子並びに寡婦福祉法及び

これに基づく命令等の定めるところに誠実に従い、

相違なく償還します。 

 

 

 

 

 

 

 （略） 
  

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第14号様式の改正は、令和２年４月１日から施行する。 
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新潟県建築士法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第７号 

新潟県建築士法施行細則の一部を改正する規則 

第１条 新潟県建築士法施行細則（昭和26年新潟県規則第３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下この条において「追加号」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下この条において「移動項」という｡)に対応する同

表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下この条において「移動後項」という｡)が存在する場合に

は当該移動項を当該移動後項とし、移動項に対応する移動後項が存在しない場合には当該移動項（以下この条

において「削除項」という｡)を削り、移動後項に対応する移動項が存在しない場合には当該移動後項（以下こ

の条において「追加項」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中別記様式の表示に下線が引かれた別記様式を削り、同表の改正後の欄中別記様式の表

示に下線が引かれた別記様式を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示、削除項及び別記様式の表示を除く。以下この条にお

いて「改正部分」という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項及び号の表示、追加項及び

追加号並びに別記様式の表示を除く。以下この条において「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改

正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、

改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  

（免許の申請） 

第５条 法第４条第３項の規定によつて２級建築士

又は木造建築士の免許を受けようとする者は、別

記第１号様式による申請書に、次に掲げる書類（そ

の書類を得られない正当な事由がある場合におい

ては、これに代わる適当な書類）を添えて、知事

に提出しなければならない。ただし、第30条第１

項の規定により同項第１号及び第２号に掲げる書

類を知事に提出した場合又は同条第２項の規定に

より当該書類に準ずる書類を県指定試験機関（法

第15条の６第１項の規定により知事が指定する者

をいう。以下同じ｡)に提出した場合で、第30条第

１項第１号若しくは第２号に掲げる書類又は当該

書類に準ずる書類に記載された内容と別記第１号

様式による申請書に記載された内容が同一である

ときは、第３号又は第４号に掲げる書類を添える

ことを要しない。 

(1) 本籍の記載のある住民票の写しその他参考と

なる事項を記載した書類 

(2) 知事又は県指定試験機関が交付した２級建築

士試験又は木造建築士試験に合格したことを証

する書類 

(3) 次のいずれかに掲げる書類 

ア 法第４条第４項第１号又は第２号に該当す

る者にあつては、当該各号に掲げる学校にお

いて、国土交通大臣の指定する建築に関する

科目を修めて卒業したことを証する証明書 

イ 知事が別に定める法第４条第４項第３号に

該当する者の基準に適合するものにあつては、

その基準に適合することを証するに足る書類 

（免許の申請） 

第５条 法第４条第２項又は第３項の規定によつて

２級建築士又は木造建築士の免許を受けようとす

る者は、別記第１号様式による申請書に、本籍の

記載のある住民票の写しその他参考となる事項を

記載した書類を添えて、知事に提出しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第16号 新  潟  県  報 令和２年２月28日(金) 

7 

ウ 法第４条第４項第３号に該当する者のうち、

イに掲げる者以外の者にあつては、同項第１

号又は第２号に掲げる者と同等以上の知識及

び技能を有することを認定するに必要な資料

となるべき書類 

(4) 法第４条第４項第２号から第４号までのいず

れかに該当する者にあつては、別記第１号様

式の２による建築実務の経験を記載した書類（以

下「実務経歴書」という｡)及び別記第１号様式

の３による使用者その他これに準ずる者が実務

経歴書の内容について事実と相違しないことを

確認したことを証する書類（以下「実務経歴証

明書」という｡) 

２ 法第４条第５項の規定により２級建築士又は

木造建築士の免許を受けようとする者は、別記

第１号様式による申請書に、前項第１号に掲げ

る書類（その書類を得られない正当な事由があ

る場合においては、これに代わる適当な書類）

及び外国の建築士免許証の写しを添えて、知事

に提出しなければならない。 

３ 前２項の申請書には、申請前６月以内に撮影し

た無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ4.5セ

ンチメートル、横の長さ3.5センチメートルの写

真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したも

の（以下「免許証用写真」という｡)を貼付しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

（県指定登録機関への書類の交付） 

第23条 知事は、県指定登録機関が２級建築士等登

録事務を行う場合において、次の各号に掲げる届

出又は報告書等の送付を受けたときは、県指定登

録機関に対し、それぞれ当該各号に掲げる事項を

記載した書類を交付するものとする。 

(1)・(2) （略） 

(3) 第39条第１項の規定による報告書の提出 同

条第２項に規定する添付書類に記載された事項 

２ 前項の書類の交付については、当該書類が電磁

的記録で作成されている場合には、次に掲げる電

磁的方法をもつて行うことができる。 

(1) 知事の使用に係る電子計算機と県指定登録機

関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織を使用する方法であ

つて、当該電気通信回線を通じて情報が送信さ

れ、県指定登録機関の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに当該情報が記録されるも

の 

(2) 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の申請書には、申請前６月以内に撮影した

無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ4.5セン

チメートル、横の長さ3.5センチメートルの写真

でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの

（以下「免許証用写真」という｡)を貼付しなけれ

ばならない。 

３ 第１項の場合において、法第４条第３項の規定

により２級建築士又は木造建築士の免許を受けよ

うとする者は、第１項の申請書に外国の建築士免

許証の写しを添えなければならない。 

 

（県指定登録機関への書類の交付） 

第23条 知事は、県指定登録機関が２級建築士等登

録事務を行う場合において、次の各号に掲げる届

出又は報告書等の送付を受けたときは、県指定登

録機関に対し、それぞれ当該各号に掲げる事項を

記載した書類を交付するものとする。 

(1)・(2) （略） 

(3) 第39条第１項の規定による報告書の提出 同

条第２項の合格者一覧表に記載された事項 
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情報を記録したものを県指定登録機関に交付す

る方法 

 

 （県指定登録機関が２級建築士等登録事務を行う

場合の規定の適用） 

第26条 県指定登録機関が２級建築士等登録事務

を行う場合における第５条第１項及び第２項、第

６条、第８条から第９条まで、第10条第４項、第

11条並びに第14条の規定の適用については、これ

らの規定（第５条第１項を除く｡)中「知事」とあ

るのは「県指定登録機関」と、同項中「別記第１

号様式による」とあり、同項第４号中「別記第１

号様式の２による」とあり、同号中「別記第１号

様式の３による」とあり、第８条第１項中「別記

第２号様式による」とあり、第８条の２第２項中

「別記第３号様式による」とあり、及び第９条第

１項中「別記第４号様式による」とあるのは「県

指定登録機関が別に定める」と、第５条第１項中

｢､知事」とあるのは｢､県指定登録機関（第16条に

規定する県指定登録機関をいう。以下同じ｡)」と、

第８条の２第３項及び第９条第２項中「免許証」

とあるのは「免許証明書」と、第８条の２第１項

中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明

書の書換え交付」と、同条第２項中「法第５条第

３項の規定により免許証」とあるのは「法第10条

の21第１項の規定により読み替えて適用される法

第５条第３項の規定により免許証明書」と、第９

条第３項中「免許証の再交付」とあるのは「免許

証明書の再交付」と、第11条第１項中「免許を取

り消した場合又は前条第２項の届出があつた場合」

とあるのは「知事が免許を取り消した場合又は第

23条の規定により前条第２項の規定による届出に

係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」と、

第14条中「法第６条第２項」とあるのは「法第10

条の21第１項の規定により読み替えて適用される

法第６条第２項」とする。 

 

（学科試験の免除） 

第28条 ２級建築士試験又は木造建築士試験の学

科の試験（他の都道府県知事が行つたものを含

む｡)に合格した者については、学科の試験に合

格した２級建築士試験又は木造建築士試験（以

下この条において「学科合格試験」という｡)に

引き続いて行われる次の４回の２級建築士試験

又は木造建築士試験のうち２回（学科合格試験

の設計製図の試験を受けなかつた場合において

は、３回）の２級建築士試験又は木造建築士試

験に限り、学科の試験を免除する。 

 

 

 

 

 

 

 （県指定登録機関が２級建築士等登録事務を行う

場合の規定の適用） 

第26条 県指定登録機関が２級建築士等登録事務

を行う場合における第５条第１項、第６条、第８

条から第９条まで、第10条第４項、第11条及び第

14条の規定の適用については、これらの規定（第

５条第１項を除く｡)中「知事」とあるのは「県指

定登録機関」と、同項中「別記第１号様式による」

とあり、第８条第１項中「別記第２号様式による」

とあり、第８条の２第２項中「別記第３号様式に

よる」とあり、及び第９条第１項中「別記第４号

様式による」とあるのは「県指定登録機関が別に

定める」と、第５条第１項中「知事」とあるのは

「県指定登録機関（第16条に規定する県指定登録

機関をいう。以下同じ｡)」と、第８条の２第３項

及び第９条第２項中「免許証」とあるのは「免許

証明書」と、第８条の２第１項中「免許証の書換

え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」

と、同条第２項中「法第５条第３項の規定により

免許証」とあるのは「法第10条の21第１項の規定

により読み替えて適用される法第５条第３項の規

定により免許証明書」と、第９条第３項中「免許

証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」

と、第11条第１項中「免許を取り消した場合又は

前条第２項の届出があつた場合」とあるのは「知

事が免許を取り消した場合又は第23条の規定によ

り前条第２項の規定による届出に係る事項を記載

した書類の交付を受けた場合」と、第14条中「法

第６条第２項」とあるのは「法第10条の21第１項

の規定により読み替えて適用される法第６条第２

項」とする。 

 

 

 

（学科試験の免除） 

第28条 ２級建築士試験又は木造建築士試験の学

科の試験（他の都道府県知事が行つたものを含

む｡)に合格した者については、その申請により、

学科の試験に合格した２級建築士試験又は木造

建築士試験に引き続いて行われる次の２回の２

級建築士試験又は木造建築士試験に限り、学科

の試験を免除する。 

 

  

 

２ 前項に規定する申請は、第30条第１項の規定に

より受験を申し込む場合にあつては同項の受験申

込書に別記第９号様式による申請書を添付して、
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 （受験の申込み） 

第30条 ２級建築士試験又は木造建築士試験（県指

定試験機関が２級建築士試験事務又は木造建築士

試験事務（以下「２級建築士等試験事務」という｡)

を行うものを除く｡)を受けようとする者は、別記

第10号様式による受験申込書に、次に掲げる書類

を添えて知事に提出しなければならない。 

(1) 次のいずれかに掲げる書類 

ア 法第15条第１号に該当する者にあつては、

同号に掲げる学校において、国土交通大臣の

指定する建築に関する科目を修めて卒業した

ことを証する証明書（その証明書を得られな

い正当な事由がある場合は、これに代わる適

当な書類） 

イ 知事が別に定める法第15条第２号に該当す

る者の基準に適合するものにあつては、その

基準に適合することを証するに足る書類 

ウ 法第15条第２号に該当する者のうち、イに

掲げる者以外の者にあつては、同条第１号に

掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する

ことを認定するに必要な資料となるべき書類 

 

(2) 法第15条第２号又は第３号に該当する者にあ

つては、実務経歴書及び実務経歴証明書 

(3) （略） 

２ 県指定試験機関が２級建築士等試験事務を行

う２級建築士試験又は木造建築士試験を受けよ

うとする者は、県指定試験機関が別に定める受

験申込書に、前項各号に掲げる書類に準ずる書

類を添えて、県指定試験機関の定めるところに

より、受験を申し込まなければならない。 

 

（２級建築士等試験事務の実施結果の報告） 

第39条 （略） 

２ 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及

び生年月日を記載した合格者一覧表並びに第30条

第２項の受験申込書並びに同条第１項第１号及び

第２号に掲げる書類に準ずる書類を添えなければ

ならない。 

３ （略） 

 

第９号様式 削除 

 

 

 

 

同条第２項の規定により受験を申し込む場合にあ

つては法第15条の６第１項の規定により知事が指

定する者（以下「県指定試験機関」という｡)の定

めるところにより、行わなければならない。 

 

 （受験の申込み） 

第30条 ２級建築士試験又は木造建築士試験（県指

定試験機関が２級建築士試験事務又は木造建築士

試験事務（以下「２級建築士等試験事務」という｡)

を行うものを除く｡)を受けようとする者は、別記

第10号様式による受験申込書に、次に掲げる書類

を添えて知事に提出しなければならない。 

(1) 次の各号のいずれかに掲げる書類 

ア 法第15条第１号又は第２号に該当する者に

あつては、当該各号に掲げる学校において、

国土交通大臣の指定する建築に関する科目を

修めて卒業したことを証する証明書（その証

明書を得られない正当な事由がある場合は、

これに代わる適当な書類） 

イ 知事が別に定める法第15条第３号に該当す

る者の基準に適合するものにあつては、その

基準に適合することを証するに足る書類 

ウ 前ア、イに掲げる者以外の者にあつては、

法第15条第３号の規定により同条第１号又は

第２号までに掲げる者と同等以上の知識及び

技能を有することを認定するに必要な資料と

なるべき書類 

(2) 別記第11号様式による建築実務の経験を記載

した書類及び当該建築実務の経験を証する書類 

(3) （略） 

２ 県指定試験機関が２級建築士等試験事務を行

う２級建築士試験又は木造建築士試験を受けよ

うとする者は、県指定試験機関の定めるところ

により、受験を申し込まなければならない。 

 

 

 

（２級建築士等試験事務の実施結果の報告） 

第39条 （略） 

２ 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及

び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなけれ

ばならない。 

 

 

３ （略） 

 

 

 

第９号様式（第28条関係） 

 （略） 
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第11号様式 削除  

 

第11号様式（第30条関係） 

 実務経歴書 

 （略）   
第２条 新潟県建築士法施行細則の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式を次のように改める。 
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別記 

第１号様式（第５条関係） 

２ 級 

木 造 
建築士免許申請書 

 収 入 証 紙 

貼 付 欄 

  〔記入注意〕数字は算用数字を用い、※欄は記入せず、□のある欄は該当する□の中にレ印を付けてく

ださい。 
 

 私は、 
 ２級  

 木造  
建築士の免許を受けたいので、本籍の記載のある住民票 

写真 

（縦4.5センチメート

ル、横3.5センチメー

トル） 

の写し等を添えて申請します。 

私は、下記事項が真実で、かつ、正確であることを誓います。 

    年   月   日 

氏 名            

     （ 署 名 ）   

  新潟県知事    様 

ふ り が な  

氏 名  
 生 年 月 日   年  月  日生 

現 住 所   

試験に合格した 

時 期 ・ 番 号 

合 格 通 知 書 

日 付 
  年  月  日 合 格 番 号 第     号 

登録申請区分 
１ 学歴のみ□   ２ 学歴及び実務□      ３ 実務のみ□ 

４ 建築設備士□  ５ 建築士法第４条第５項□ 

１～３ 学

歴又は実

務により

申請する

場合に記

入 

学校名 学部名・学科名 
入学・卒業（修了） 

年月 

建築実務経験期間 

の合計 

  
 年 月入学 

 年 月卒業(修了) 

  年  月 

    
 年 月入学 

 年 月卒業(修了) 

４ 建築設

備士によ

り申請す

る場合に

記入 

登録番号 登録の年月日 

第     号   年  月  日 

５ 建築士

法第４条

第５項に

より申請

する場合

に記入 

免許名称 免許者名 免許の年月日 
資格認定書の 

年月日 

      年 月 日   年 月 日 
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欠 

格 

事 

由 

１ 禁錮以上の刑に処せられたことがありますか。 ある□ ない□ 

あるときはその罪及び刑                              

あるときはその刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

つた日   年  月  日 

２ 建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰

金の刑に処せられたことがありますか。 ある□ ない□ 

あるときはその罪及び刑                              

あるときはその刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

つた日   年  月  日 

３ 建築士法第９条第１項第４号又は第10条第１項の規定により１級建

築士、２級建築士又は木造建築士の免許を取り消されたことがありま

すか。 ある□ ない□ 

あるときは、その日   年  月  日 

４ 建築士法第10条第１項の規定による業務停止の処分を受け、その停

止の期間中に建築士法第９条第１項第１号の規定により１級建築士、

２級建築士又は木造建築士の免許を取り消されたことがありますか。 ある□ ない□ 

業務の停止の処分を受けたことがあるときは、その停止の期間   年 月 日から 

  年 月 日まで 

５ 精神の機能の障害により２級建築士又は木造建築士の業務を適正に

行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことがで

きない状態ですか。 はい□ いいえ□ 
   

※審  査   

※登録番号  ※登録年月日 年 月 日 ※受付番号  
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別記第１号様式の次に次の２様式を加える。 

第１号様式の２（第５条関係） 

実 務 経 歴 書 

 私は、 
 ２級  

 木造  
建築士の 

 試験  

 免許  
を受けたいので、建築実務の経歴を下記のとおり記載し、併せ 

て第三者がこの実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認したことを証する実務経歴証明書を

提出します。 

 私は、下記事項が真実で、かつ、正確であることを誓います。 

    年  月  日 

氏 名           

     （ 署 名 ）   

  新潟県知事    様 

勤務先等 

勤務先（部課名まで） 所在地（番地まで） 
在職期間の合計 

年月～年月 年月数 

   年 月～ 年 月  年 月 

在職期間 
地位職名 建築実務の内容（建築士法施行規則第１条の２） 

年月～年月 年月数 

    

建築実務の詳細 
建築実務経験期間の合計 

  年  月 

(1) 

対象物件の 

名称等 

対象物件の 

所在地 

建築実務経験期間 

年月～年月 年月数 

 

 
  年 月～ 年 月   年  月 

実務経験の対象となる業務の内容 

（できるだけ具体的に  用途・構造・規模・担当業務 等） 

 

 

(2) 

対象物件の 

名称等 

対象物件の 

所在地 

建築実務経験期間 

年月～年月 年月数 

 

 
  年 月～ 年 月   年  月 

実務経験の対象となる業務の内容 

（できるだけ具体的に  用途・構造・規模・担当業務 等） 

 

 

(3) 

対象物件の 

名称等 

対象物件の 

所在地 

建築実務経験期間 

年月～年月 年月数 

 
 

 
 年 月～ 年 月   年  月 

実務経験の対象となる業務の内容 

（できるだけ具体的に  用途・構造・規模・担当業務 等） 
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〔記入注意〕 

１ この実務経歴書は、勤務先（自営業を含む｡)ごとに作成し、今までの建築に関する実務の経歴に

ついて登録に必要な業務内容を年代順に記入してください。 

２ 在職期間及び建築に関する実務経験の年数は、学科試験日の前日までで計算します。 

３ 建築実務経験期間欄は、在職中に建築関係の業務を行つた年数を記入してください。在職中に土

木関係と建築関係の業務を同時に行つた場合は、建築関係業務の割合を年数に換算して記入してく

ださい｡(例 １年間土木50％建築50％行つた場合、建築に関する実務経験年数は６月とする｡) 

４ 在職中に長期療養等の理由で実際に建築に関する実務に就いていなかつた期間は、建築実務経験

期間に入れないで計算します。 

５ 記載内容の記入不備や疑義が生じた場合、再提出や追加書類の提出を求めることになり、登録が

遅れる場合があります。また、虚偽の実務経歴を記載した場合、建築士法上の措置や登録が認めら

れない場合もあります。 
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第１号様式の３（第５条関係） 

実務経歴証明書 

年  月  日 

新潟県知事    様 

 

証明者              ○印  

住所又は所在地 

電話番号 

受験申込者又は免許申請者との関係 

 

 下記の者が申請した 
 ２級  

 木造  
建築士 

 受験申込書  

 免許申請書  
に添付された実務経歴書は、事実と相違し 

ないことを証明します。 

 

記 

 

  １ 受験申込者又は免許申請者の氏名 

 

 

  ２ 建築実務経験 

 

     建築実務経験期間の合計：      年   月 

 

     建築実務の内容： 

 

 

備考 

１ この実務経歴証明書は、実務経歴書ごとに作成してください。 

２ 使用者その他これに準ずる者が実務経歴書の内容について事実と相違しないことを確認したこと

を証明してください。 

３ 虚偽の説明を行つた場合、証明者は、建築士法上の処分又は告発の対象となり得ます。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和２年３月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という｡)前に行われた２級建築士試験又は木造建築士試験に合格した

者に対する第１条の規定による改正前の新潟県建築士法施行細則第５条第１項の規定の適用については、なお

従前の例による。 

３ 施行日前に行われた直近２回の２級建築士試験又は木造建築士試験のうちいずれかの２級建築士試験又は木

造建築士試験の学科の試験に合格した者に対する第１条の規定による改正後の新潟県建築士法施行細則第28条

の規定の適用については、なお従前の例による。 

  

 

告   示 
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◎新潟県告示第200号 

新潟県薬物の濫用の防止に関する条例（平成26年新潟県条例第88号。以下「条例」という｡)第16条第１項の規

定により、知事指定薬物を次のとおり指定し、同条第４項の規定により告示する。 

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 知事指定薬物の名称 

(1) メチル＝２－［１－（４－フルオロブチル）－１Ｈ－インダゾール－３－カルボキサミド］－３，３－ジ

メチルブタノアート（通称名：４Ｆ－ＭＤＭＢ－ＢＩＮＡＣＡ）及びその塩類 

(2) Ｎ－［１－（２－フェニルエチル）ピペリジン－４－イル］－Ｎ－フェニルペンタンアミド（通称名：Ｖ

ａｌｅｒｙｌｆｅｎｔａｎｙｌ）及びその塩類 

(3) （８Ｒ）－１－アセチル－Ｎ，Ｎ－ジエチル－６－メチル－９，１０－ジデヒドロエルゴリン－８－カル

ボキサミド（通称名：ＡＬＤ－５２、１－Ａｃｅｔｙｌ－ＬＳＤ）及びその塩類 

(4) １－（１，３－ベンゾジオキソール－５－イル）－２－（ブチルアミノ）ペンタン－１－オン（通称名：

Ｎ－Ｂｕｔｙｌｐｅｎｔｙｌｏｎｅ）及びその塩類 

２ 指定の理由 

  条例第２条第７号に規定する危険薬物に該当し、県の区域内において濫用されるおそれがあると認められる 

 ため。 

３ 指定の効力が発生する日 

  令和２年２月29日 

 

◎新潟県告示第201号 

物価統制令（昭和21年勅令第118号）第４条、物価統制令施行令（昭和27年政令第319号）附則第４項及び公衆

浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令（昭和32年厚生省令第38号）第２条の規定により、公衆浴場入浴料

金統制額を次のとおり指定し、令和２年４月１日から施行する。 

なお、平成26年３月新潟県告示第328号（公衆浴場入浴料金統制額の指定）は、令和２年３月31日限りで廃止す

る。 

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

大 人 料 金 

（12歳以上の者） 

中 人 料 金 

（６歳以上12歳未満の者） 

小 人 料 金 

（６歳未満の者） 

４４０円 １５０円 ７０円 

 

◎新潟県告示第202号 

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第１項の規定により、農用地利用配分計

画を次のとおり認可した。 

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 農用地利用配分計画の概要 

市町村 賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地 

関川村 ３者 下関1826番ほか７筆 1.5ha 

新発田市 61者 上中沢佐々木裏1211番１ほか675筆 133.5ha 

阿賀野市 11者 新保前川原59番２ほか74筆 8.0ha 

胎内市 ６者 築地宮の下1476番ほか51筆 11.9ha 

聖籠町 ５者 真野三枚橋852番１ほか16筆 2.4ha 

新潟市 57者 北区新鼻福島潟乙201番４ほか593筆 62.2ha 

五泉市 ２者 本田屋若宮1813番ほか32筆 2.9ha 

阿賀町 １者 鹿瀬城ノ下3318番 0.2ha 

三条市 21者 代官島四十間田2727番１ほか173筆 22.6ha 

燕市 46者 長所前田川東507番ほか602筆 74.0ha 
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田上町 ４者 田上与五右エ門通ﾍｲ2139番ほか33筆 3.3ha 

長岡市 25者 川崎町野口1538番ほか311筆 43.9ha 

見附市 ７者 葛巻町六本木90番２ほか21筆 6.3ha 

小千谷市 ２者 片貝町寺社堀1398番１ほか24筆 3.5ha 

出雲崎町 １者 吉水大稲場828番ほか24筆 0.5ha 

魚沼市 18者 下倉上ノ原1637番ほか242筆 17.3ha 

十日町市 ４者 新田島寅乙470番ほか19筆 4.0ha 

柏崎市 ２者 枇杷島清野3432番１ほか160筆 12.5ha 

上越市 16者 東京田戸切200番ほか129筆 23.0ha 

妙高市 ６者 関山平成7713番ほか43筆 9.4ha 

糸魚川市 ６者 大和川岩野1848番１ほか54筆 6.6ha 

佐渡市 62者 吾潟金山沢1023番１ほか359筆 55.7ha 

合 計 366者 3,664筆 505.5ha 

２ 認可年月日 

 令和２年２月27日 

 

◎新潟県告示第203号 

農産物検査法（昭和26年法律第144号）第17条第７項の規定により、地域登録検査機関の登録事項の変更の届出

があり、登録台帳への記載事項を次のとおりとした。 

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

登録番号

　有限会社　グリーン

代表者氏名 　代表取締役    平石　博

主たる事務所

の所在地

登録の区分 　品 位 等 検 査

農産物の種類 　国 内 産 玄 米

新 潟 県 玄　米

 新潟県長岡市陽光台１－1534－97 玄　米

 平石　 博  新潟県長岡市飯塚 1212 K1517180

備　　　考 　略称『 (有)グリーン 』　令和２年２月28日　農産物検査員１名の新規登録。

 宮澤　充 K152019001

成 分 検 査 業 務 受 委 託 先

氏　　　名 住　　   　　所 農産物の種類 証明書番号
受 委 託 の
区 分

登録検査機関
の 名 称

代 表 者 氏 名
主 た る 事 務 所 の

所 在 地

15037 登録年月日 令和元年８月16日

登録検査機関の名称

　新潟県長岡市飯塚1212

農産物検査
を行う区域

農 産 物 検 査 員

 

 

◎新潟県告示第204号 

卸売市場法（昭和46年法律第35号）第13条１項の規定により、次のとおり地方卸売市場を認定した。 

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世  

１ 開設者の名称及び住所 

 株式会社三条魚市場 

 新潟県三条市直江町３丁目３番47号 

２ 地方卸売市場の名称 

 地方卸売市場株式会社三条魚市場 

３ 地方卸売市場の位置及び取扱品目 

 新潟県三条市直江町３丁目３番47号 
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  生鮮水産物及び冷凍塩干 

４ 認定年月日 

 令和２年２月18日 

  ただしこの認定の効力は、令和２年６月21日から生ずるものとする。 

 

◎新潟県告示第205号 

卸売市場法（昭和46年法律第35号）第13条１項の規定により、次のとおり地方卸売市場を認定した。 

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世  

１ 開設者の名称及び住所 

 株式会社新印新潟総合卸売センター 

 新潟県新発田市中曽根770番地 

２ 地方卸売市場の名称 

 地方卸売市場株式会社新印新潟総合卸売センター 

３ 地方卸売市場の位置及び取扱品目 

 新潟県新発田市中曽根770番地 

  青果物及びその加工品 

４ 認定年月日 

 令和２年２月19日 

  ただしこの認定の効力は、令和２年６月21日から生ずるものとする。 

 

◎新潟県告示第206号 

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する。 

令和２年２月28日 

新潟県新潟地域振興局長 

１ 解除に係る保安林の所在場所 

 新潟県新潟市北区島見町字浜原１の22、１の410、１の412、１の415、１の416、１の418、１の419、１の421、 

１の434 

２ 保安林として指定された目的 

 飛砂の防備 

３ 解除の理由 

  港湾施設用地とするため 

 

◎新潟県告示第207号 

森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定を解除する

予定である旨の通知があった。 

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 解除予定保安林の所在場所 

  新潟県中魚沼郡津南町大字秋成10380の１（次の図に示す部分に限る｡) 

２ 保安林として指定された目的 

 土砂の流出の防備 

３ 解除の理由 

  指定理由の消滅 

(｢次の図」は、省略し、その図面を新潟県農林水産部治山課及び津南町役場に備え置いて縦覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第208号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第84条において準用する同法第18条第17項の規定により、新潟市の阿賀野

川左岸土地改良区連合から次のとおり役員が退任した旨の届出があった。 

令和２年２月28日 

新潟県新潟地域振興局長 
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１ 退 任 

監事 新潟市秋葉区中新田40番地   昆 良宏 

 〃  新潟市秋葉区金津3312番地２  中野 守男  

退任年月日 令和２年１月31日 

 

◎新潟県告示第209号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の規定により計画を定めて実施した、次の県営土地改良事業の工事

が完了した。  

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

地区名 事業名 市町村名 完了年月日 

川上 
農業用用排水施設整備（中山間地域総合農地防災）

事業 
妙高市 令和元年11月８日 

 

◎新潟県告示第210号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省北陸地方

整備局長岡国道事務所長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公

示する。 

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（基準点測量、水準測量、深浅測量） 

２ 作業期間 平成30年11月26日から令和２年２月13日まで 

３ 作業地域 南魚沼市浦佐 

 

◎新潟県告示第211号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省北陸地方

整備局長岡国道事務所長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公

示する。 

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（基準点測量、地形測量） 

２ 作業期間 令和元年８月１日から令和２年２月13日まで 

３ 作業地域 柏崎市内（長崎、長崎新田、土合、上原、山本） 

 

◎新潟県告示第212号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、都市計画

の図書の写しを次のとおり縦覧に供する。 

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 変更に係わる都市計画の種類 

 十日町都市計画用途地域（十日町市決定） 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

◎新潟県告示第213号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第２項の規定により、都市計画の図書の写しを次のとおり縦覧に供

する。 

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 都市計画の種類及び名称 
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 種類 十日町都市計画地区計画（十日町市決定） 

 名称 十日町駅西地区地区計画 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

◎新潟県告示第214号 

建築士法（昭和25年法律第202号）第４条第４項第３号の規定により、同項第１号及び第２号に掲げる者と同等

以上の知識及び技能を有すると認める者を次のとおり定め、令和２年３月１日から適用する。 

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 次の表の(い)欄に掲げる学校において、同表(ろ)欄に掲げる科目を修めて卒業した後（学校教育法（昭和22

年法律第26号）による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)､それぞれの区分に応じ、同表(は)欄に

掲げる年数以上の建築実務（建築士法第４条第２項第１号に規定する建築実務をいう。以下同じ｡)の経験を有

する者 

(い) (ろ) (は) 

学校教育法による大学又は高

等専門学校 

令和元年国土交通省告示第749号の第１第１号又は第２号に規定

する科目。ただし、同告示第１第１号及び第２号中「40単位」と

あるのは､｢30単位」とする。 

１年 

令和元年国土交通省告示第750号の第１第１号又は第２号に規定

する科目 

２年 

防衛省設置法（昭和29年法律第

164号）による防衛大学校又は

職業能力開発促進法（昭和44

年法律第64号）による職業能力

開発総合大学校、職業能力開発

大学校若しくは職業能力開発

短期大学校 

令和元年国土交通省告示第749号の第１第１号又は第２号に規定

する科目 

０年 

令和元年国土交通省告示第749号の第１第１号又は第２号に規定

する科目。ただし、同告示第１第１号及び第２号中「40単位」と

あるのは､｢30単位」とする。 

１年 

令和元年国土交通省告示第750号の第１第１号又は第２号に規定

する科目 

２年 

学校教育法による高等学校又

は中等教育学校 

令和元年国土交通省告示第750号の第１第１号又は第２号に規定

する科目。ただし、同告示第１第１号及び第２号中「20単位」と

あるのは､｢15単位」とする。 

３年 

（注） (ろ)欄に掲げる科目の単位の計算方法は、学校教育法による大学（短期大学を除く｡)にあっては大学設

置基準（昭和31年文部省令第28号）又は専門職大学設置基準（平成29年文部科学省令第33号）の規定の例

によるものとし、同法による短期大学にあっては短期大学設置基準（昭和50年文部省令第21号）又は専門

職短期大学設置基準（平成29年文部科学省令第34号）の規定の例によるものとし、同法による高等専門学

校にあっては高等専門学校設置基準（昭和36年文部省令第23号）の規定の例によるものとし、防衛省設置

法による防衛大学校、職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校にあっ

ては大学設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとし、同法による職業能力開発短期大学校にあっては短

期大学設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとし、学校教育法による高等学校又は中等教育学校にあっ

ては高等学校学習指導要領（平成11年文部省告示第58号）の規定の例によるものとする。 

２ 次の表の(い)欄に掲げる学校を卒業したことを入学資格とする学校教育法による専修学校又は各種学校にお

いて、修業年限が同表(ろ)欄に掲げる年数以上で、同表(は)欄に掲げる科目を修めて卒業した後、それぞれの

区分に応じ、同表(に)欄に掲げる年数以上の建築実務の経験を有する者 

(い) (ろ) (は) (に) 

学校教育法による高等学校若

しくは中等教育学校又は旧中

等学校令（昭和18年勅令第36

号）による中等学校 

２年 令和元年国土交通省告示第749号の第１第１号又は第２

号に規定する科目 

０年 

令和元年国土交通省告示第749号の第１第１号又は第２

号に規定する科目。ただし、同告示第１第１号及び第

２号中「40単位」とあるのは､｢30単位」とする。 

１年 

１年 令和元年国土交通省告示第750号の第１第１号又は第２

号に規定する科目 

２年 
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学校教育法による中学校又は

義務教育学校 

２年 令和元年国土交通省告示第750号の第１第１号又は第２

号に規定する科目。ただし、同告示第１第１号及び第

２号中「20単位」とあるのは､｢15単位」とする。 

３年 

１年 令和元年国土交通省告示第750号の第１第１号又は第２

号に規定する科目。ただし、同告示第１第１号及び第

２号中「20単位」とあるのは､｢10単位」とする。 

４年 

（注） (は)欄に掲げる科目の単位の計算方法は、学校教育法による専修学校にあっては専修学校設置基準（昭

和51年文部省令第２号）の規定の例によるものとし、同法による各種学校にあっては専修学校設置基準の

規定の趣旨に準じて行うものとする。 

３ 次の表の(い)欄に掲げる学校を卒業した後、さらに職業能力開発促進法による職業能力開発校、職業能力開

発促進センター、障害者職業能力開発校又は認定職業訓練において、修業年限が同表(ろ)欄に掲げる年数以上

で、同表(は)欄に掲げる科目を修めて卒業した後、それぞれの区分に応じ、同表(に)欄に掲げる年数以上の建

築実務の経験を有する者 

(い) (ろ) (は) (に) 

学校教育法による高等学校若

しくは中等教育学校又は旧中

等学校令による中等学校 

３年 令和元年国土交通省告示第749号の第１第１号又は第２

号に規定する科目。ただし、同告示第１第１号及び第２

号中「40単位」とあるのは､｢30単位」とする。 

１年 

１年 令和元年国土交通省告示第750号の第１第１号又は第２

号に規定する科目 

２年 

学校教育法による中学校又は

義務教育学校 

３年 令和元年国土交通省告示第750号の第１第１号又は第２

号に規定する科目 

２年 

２年 令和元年国土交通省告示第750号の第１第１号又は第２

号に規定する科目。ただし、同告示第１第１号及び第２

号中「20単位」とあるのは､｢15単位」とする。 

３年 

１年 令和元年国土交通省告示第750号の第１第１号又は第２

号に規定する科目。ただし、同告示第１第１号及び第２

号中「20単位」とあるのは､｢10単位」とする。 

４年 

（注） (は)欄に掲げる科目の単位の計算方法は、専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。 

４ 建築士法第２条第５項に規定する建築設備士 

５ 建築士法等の一部を改正する法律（平成18年法律第114号）の施行の日（以下「平成18年改正法施行日」とい

う｡)前に昭和51年新潟県告示第1924号第１号から第８号まで（以下「昭和51年告示第１号等」という｡)に掲げ

る課程を修めて卒業し、建築に関する実務の経験をこれらの課程に応じてそれぞれ昭和51年告示第１号等に定

める年数に満たない年数しか有しない者で、平成18年改正法施行日以後に平成18年改正法施行日前の建築に関

する実務の経験年数と平成18年改正法施行日以後の建築実務の経験年数を合わせてこれらの課程に応じてそれ

ぞれ昭和51年告示第１号等に定める年数以上有することとなる者 

６ 平成18年改正法施行日前から引き続き昭和51年告示第１号等に掲げる課程に在学する者で、平成18年改正法

施行日以後にこれらの課程を修めて卒業した後、これらの課程の種類に応じてそれぞれ昭和51年告示第１号等

に定める年数以上の建築実務の経験を有することとなる者 

７ 前各号に掲げる者のほか、知事が建築士法第４条第４項第１号及び第２号と同等以上の知識及び技能を有す

ると認める者 

 

◎新潟県告示第215号 

建築士法（昭和25年法律第202号）第15条第２号の規定により、同条第１号に掲げる者と同等以上の知識及び技

能を有すると認める者を次のとおり定め、令和２年３月１日から適用し、平成20年新潟県告示第1827号は、令和

２年２月29日限り廃止する。 

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 次の表の(い)欄に掲げる学校において、同表(ろ)欄に掲げる科目を修めて卒業した後、それぞれの区分に応

じ、同表(は)欄に掲げる年数以上の建築実務（建築士法第４条第２項第１号に規定する建築実務をいう。以下

同じ｡)の経験を有する者 
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(い) (ろ) (は) 

防衛省設置法（昭和29年法律第

164号）による防衛大学校又は

職業能力開発促進法（昭和44

年法律第64号）による職業能力

開発総合大学校、職業能力開発

大学校若しくは職業能力開発

短期大学校 

令和元年国土交通省告示第753号の第１第１号又は第２号に規定

する科目 

０年 

学校教育法（昭和22年法律第26

号）による高等学校又は中等教

育学校 

令和元年国土交通省告示第753号の第１第１号又は第２号に規定

する科目。ただし、同告示第１第１号及び第２号中「20単位」と

あるのは､｢15単位」とする。 

１年 

（注） (ろ)欄に掲げる科目の単位の計算方法は、防衛省設置法による防衛大学校、職業能力開発促進法による

職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校にあっては大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）の

規定の趣旨に準じて行うものとし、同法による職業能力開発短期大学校にあっては短期大学設置基準（昭

和50年文部省令第21号）の規定の趣旨に準じて行うものとし、学校教育法による高等学校又は中等教育学

校にあっては高等学校学習指導要領（平成11年文部省告示第58号）の規定の例によるものとする。 

２ 次の表の(い)欄に掲げる学校を卒業したことを入学資格とする学校教育法による専修学校又は各種学校にお

いて、修業年限が同表(ろ)欄に掲げる年数以上で、同表(は)欄に掲げる科目を修めて卒業した後、それぞれの

区分に応じ、同表(に)欄に掲げる年数以上の建築実務の経験を有する者 

(い) (ろ) (は) (に) 

学校教育法による高等学校若

しくは中等教育学校又は旧中

等学校令（昭和18年勅令第36

号）による中等学校 

１年 令和元年国土交通省告示第753号の第１第１号又は第２

号に規定する科目 

０年 

学校教育法による中学校又は

義務教育学校 

２年 令和元年国土交通省告示第753号の第１第１号又は第２

号に規定する科目。ただし、同告示第１第１号及び第

２号中「20単位」とあるのは､｢15単位」とする。 

１年 

１年 令和元年国土交通省告示第753号の第１第１号又は第２

号に規定する科目。ただし、同告示第１第１号及び第

２号中「20単位」とあるのは､｢10単位」とする。 

２年 

（注） (は)欄に掲げる科目の単位の計算方法は、学校教育法による専修学校にあっては専修学校設置基準（昭

和51年文部省令第２号）の規定の例によるものとし、同法による各種学校にあっては専修学校設置基準の

規定の趣旨に準じて行うものとする。 

３ 次の表の(い)欄に掲げる学校を卒業した後、さらに職業能力開発促進法による職業能力開発校、職業能力開

発促進センター、障害者職業能力開発校又は認定職業訓練において、修業年限が同表(ろ)欄に掲げる年数以上

で、同表(は)欄に掲げる科目を修めて卒業した後、それぞれの区分に応じ、同表(に)欄に掲げる年数以上の建

築実務の経験を有する者 

(い) (ろ) (は) (に) 

学校教育法による高等学校若

しくは中等教育学校又は旧中

等学校令による中等学校 

１年 令和元年国土交通省告示第753号の第１第１号又は第２

号に規定する科目 

０年 

学校教育法による中学校又は

義務教育学校 

３年 令和元年国土交通省告示第753号の第１第１号又は第２

号に規定する科目 

０年 

２年 令和元年国土交通省告示第753号の第１第１号又は第２

号に規定する科目。ただし、同告示第１第１号及び第２

号中「20単位」とあるのは､｢15単位」とする。 

１年 

１年 令和元年国土交通省告示第753号の第１第１号又は第２

号に規定する科目。ただし、同告示第１第１号及び第２

号中「20単位」とあるのは､｢10単位」とする。 

２年 

（注） (は)欄に掲げる科目の単位の計算方法は、専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。 
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４ 建築士法第２条第５項に規定する建築設備士 

５ 建築士法等の一部を改正する法律（平成18年法律第114号）の施行の日前に昭和51年新潟県告示第1924号第１

号から第８号までに掲げる課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業した者 

６ 前各号に掲げる者のほか、知事が建築士法第15条第１号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者 

 

公   告 

予算の公表について（公告） 

令和２年２月20日新潟県議会において議決された令和元年度新潟県一般会計補正予算、特別会計補正予算の要

領は、次のとおりである。 

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 
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大規模小売店舗の届出に対する市町村等の意見について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項及び第２項の規定による市町村等の意見の概要を

次のとおり公表する。 

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 イオン県央ショッピングセンター 

所在地 燕市井土巻字切間710 

設置者 イオンリテール株式会社 

２ 届出の概要及び公告日 

概 要 大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定による変更（駐車場の自動車の出入口の位置）に関する

届出 

公告日 令和元年９月20日 

３ 意見の概要 

(1) 燕市からの意見の概要 

意見なし 

(2) 居住者等の意見の概要 

意見書の提出はなかった。 

４ 縦覧場所 

新潟県産業労働部商業・地場産業振興課 

５ 縦覧期間 

令和２年２月28日から令和２年３月28日まで 

 

大規模小売店舗の新設について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定による新設の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

名 称 原信寺沢店 

所在地 五泉市吉沢字加茂田1035番 外 

２ 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名 

(1) 大規模小売店舗を設置する者 

・氏名又は名称 株式会社原信 

法人代表者氏名 代表取締役 原 和彦 

住所 長岡市中興野18番地２ 

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者 

・氏名又は名称 株式会社原信 

法人代表者氏名 代表取締役 原 和彦 

住所 長岡市中興野18番地２ 

  ・他３者 

３ 大規模小売店舗の新設をする日 

令和２年10月18日 

４ 大規模小売店舗の店舗面積の合計 

計4,201平方メートル 

５ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

(1) 駐車場の位置及び収容台数 
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・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・収容台数 計220台 

(2) 駐輪場の位置及び収容台数 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・収容台数 計65台 

(3) 荷さばき施設の位置及び面積 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・面積 計150.0平方メートル 

(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・容量 計33.71立方メートル 

６ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

    ・株式会社原信 

午前７時00分から午後12時00分 

 ・株式会社星光堂薬局 

  午前９時00分から午後12時00分 

 ・株式会社セリア 他１者 

  午前９時00分から午後10時00分 

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

午前６時30分から翌午前０時30分 

 (3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

・出入口の数 ７箇所 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

・荷さばき施設１ 

午前６時00分から午後10時00分 

・荷さばき施設２ 

午前４時00分から午前６時00分 

・荷さばき施設３、４、５ 

午前８時00分から午後10時00分 

７ 届出年月日 

令和２年２月17日 

８ 縦覧場所 

新潟県産業労働部商業・地場産業振興課 

（なお、五泉市商工観光課でも閲覧ができます｡) 

９ 縦覧期間 

令和２年２月28日から令和２年６月28日まで 

10 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業・地場産業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 
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名 称 栃尾ショッピングセンター 

所在地 長岡市滝の下町82 外 

設置者 株式会社原信 

２ 変更しようとする事項 

(1) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

（変更前）2,717平方メートル 

（変更後）3,411平方メートル 

(2) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

ア 駐輪場の位置 

 （変更前）届出書に添付された図面のとおり 

 （変更後）届出書に添付された図面のとおり 

イ 荷さばき施設の位置 

 （変更前）届出書に添付された図面のとおり 

 （変更後）届出書に添付された図面のとおり 

ウ 廃棄物等の保管施設の位置 

 （変更前）届出書に添付された図面のとおり 

 （変更後）届出書に添付された図面のとおり 

(3) 大規模小売店舗の施設の運営に関する事項 

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

 （変更前）株式会社原信     午前７時00分から午後12時00分 

     株式会社しまむら   午前10時00分から午後８時00分 

（変更後）株式会社原信     午前７時00分から午後12時00分 

     株式会社しまむら   午前10時00分から午後８時00分 

     株式会社星光堂薬局  午前９時00分から午後12時00分 

イ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

（変更前）荷さばき施設１  午前６時00分から午後９時00分 

荷さばき施設２  午前８時00分から午後９時00分 

荷さばき施設３  午前９時00分から午後12時00分 

（変更後）荷さばき施設１  午前６時00分から午後９時00分 

荷さばき施設２  午前８時00分から午後９時00分 

荷さばき施設３  午前９時00分から午後12時00分 

荷さばき施設４  午前６時00分から午後９時00分 

３ 変更年月日 

令和２年10月18日 

４ 変更の理由 

敷地内に建物１棟を新設することに伴い施設の配置と施設の運営に係る事項の一部に変更が生じるため。 

５ 届出年月日 

令和２年２月17日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働部商業・地場産業振興課 

（なお、長岡市商工部産業支援課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

令和２年２月28日から令和２年６月28日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業・地場産業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 
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なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 リップス愛宕 

所在地 長岡市東栄１丁目３番28号 外 

設置者 高野不動産株式会社 他２者 

２ 変更した事項 

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

（変更前）未定 

（変更後）株式会社ツルハ 

３ 変更年月日 

  平成29年４月27日 

４ 変更の理由 

  テナントが決定したため 

５ 届出年月日 

令和２年２月４日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働部商業・地場産業振興課 

（なお、長岡市商工部産業支援課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

令和２年２月28日から令和２年６月28日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業・地場産業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

令和２年２月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 ジョーシン燕三条店 

所在地 燕市井土巻四丁目175 外 

設置者 上新電機株式会社 

２ 変更した事項 

大規模小売店舗の名称 

（変更前)(仮称）ジョーシン燕店 

（変更後）ジョーシン燕三条店 

３ 変更年月日 

  平成22年４月23日 

４ 変更の理由 

  店舗名称が決まったため 

５ 届出年月日 

令和２年２月４日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働部商業・地場産業振興課 
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（なお、燕市産業振興部商工振興課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

令和２年２月28日から令和２年６月28日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業・地場産業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

病院局公告 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、印刷機の賃貸借について、次のとおり一般競

争入札を行う。 

令和２年２月28日 

新潟県病院事業管理者  岡  俊 幸 

１ 入札に付する事項 

  (1) 品名及び数量 

   印刷機 １台 

(2) 調達案件の仕様等 

   入札説明書による。 

(3) 履行期間 

   令和２年３月24日（火）～令和７年３月23日（日）まで 

(4) 納入場所 

   新潟県立十日町看護専門学校（仮称） 

(5) 入札方法 

   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当 

  該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

  で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

  金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 新潟県知事から指名停止措置を受け、指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(4) 民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を

有する者でないこと。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 〒948－0037 

  新潟県十日町市妻有町西２丁目１番地（新潟県十日町地域振興局内） 

  新潟県病院局業務課 県立看護専門学校設立準備班 

  電話番号 025－757－5900（直通） 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 入札参加資格確認申請書及び応札仕様書の提出期限 

  令和２年３月５日（木）午後５時00分 

４ 入札、開札の日時及び場所 

  令和２年３月10日（火）午前11時00分 

  新潟県庁行政庁舎16階入札室 

５ その他 
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(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

   見積もる契約金額（１ヶ月当たりの賃貸借料（消費税及び地方消費税を含む｡)）に12を乗じて得た金額の 

  100分の５に相当する金額以上の金額を納付すること。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県病院  

  局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第196条第３項第１号に該当する場合は免除する。 

(3) 契約保証金 

   契約金額（１ヶ月当たりの賃貸借料（消費税及び地方消費税を含む｡)）に12を乗じて得た金額の100分の10 

に相当する金額以上の金額とする。ただし、規程第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、新潟県病院局の交付する入札説明書に基づき入札参加資格確認 

  申請書及び応札仕様書を作成し、前記３(3)により提出しなければならない。 

   なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

   提出された書類についての審査で不適合とされた者は入札に参加できない。 

(5) 入札の無効 

   本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ  

  を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

   本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の

規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。 

(8) 契約の停止等 

   当該調達に関し、苦情申立があったときは、契約を停止し、又は解除することがある。また、令和２年度 

新潟県一般会計予算が議決されなかった等の場合、本件の手続きについて停止の措置を行うことがある。 

  (9) その他 

  ア 契約の締結に際しては､｢暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない｡(提出がないとき  

   は、契約を締結しない場合がある｡) 

  イ 詳細は入札説明書による。 

 

新潟県立病院における病院賠償責任保険公募型プロポーザルの結果について（公告） 

新潟県立病院における病院賠償責任保険公募型プロポーザルについて、審査の結果、最優秀提案者及び次点者

を次のとおり特定したので公告する。 

令和２年２月28日 

新潟県病院事業管理者  岡  俊 幸 

１ 最優秀提案者 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

株式会社自治体病院共済会 

SOMPOリスクマネジメント株式会社 

２ 次点者 

東京海上日動火災保険株式会社 

ＩＭＫ髙月株式会社 

  株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO 

株式会社富有社 

東京海上日動メディカルサービス株式会社 

 

企業局公告 

特定調達契約の落札者等について（公告） 

特定調達契約について落札者を決定したので、新潟県企業局の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める
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規程（平成７年新潟県企業局管理規程第10号）第15条の規定により、次のとおり公告する。 

令和２年２月28日 

新潟県企業管理者  桑 原  勝 史 

１ 落札に係る物品等又は特定役務の名称及び数量 

(1) 特定役務の名称 

  R元新工委２第６号新潟臨海工業用水道汚泥運搬・処分業務委託 

(2) 特定役務の仕様及び需要数量 

  脱水汚泥（フレキシブルコンテナバック入り）運搬・処分 

  ※当該脱水汚泥は、100Bq/kg以下の放射性セシウムを含有する。 

  需要数量 約25,000トン 

       需要数量は容量及び含水率等からの推定により算出したものであり、実績による数量を保証す 

      るものではない。 

２ 契約に関する事務を担当する機関の名称及び所在地 

 新潟県企業局総務課総務係 

 新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

３ 落札者を決定した日 

 令和２年２月７日 

４ 落札者の氏名及び住所 

(1) 明星セメント株式会社糸魚川工場 

  新潟県糸魚川市上刈七丁目１番１号 

(2) 八戸セメント株式会社 

  青森県八戸市大字新井田字下鷹待場７番１号 

(3) デンカ株式会社 

  東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 

５ 落札金額と落札数量 

(1) 明星セメント株式会社糸魚川工場 

  31,900円／トン 

  10,000トン 

(2) 八戸セメント株式会社 

  33,330円／トン 

  5,000トン 

(3) デンカ株式会社 

35,200円／トン 

  10,000トン 

６ 契約の相手方を決定した手続 

 一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告日 

 令和２年１月７日 

８ 落札方式 

 複数落札入札方式 
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